
特定技能制度
鉄道分野（電気設備整備区分）説明会

注意事項
・この説明会は５月に国土交通省により行われた『特定技能制度への鉄道分野の追加に関する説明会』を基に、より具体的
な内容を追加したものです。なお、第１回～第４回の各回は同様の内容となります。

・資料は国土交通省及び出入国在留管理庁により公開されているものを使用しております。
※本日の資料は日本鉄道電気技術協会HP及び鉄道電業安全協会HPに掲載しております。

・インターネットの回線負荷の軽減のため、カメラOFF、マイクOFFの設定をお願い申し上げます。

・この説明会はzoomのウェビナー機能を使用しております。
説明会の最後に質疑応答の時間を設けますので、挙手の上、ご発言をお願い申しあげます。

・zoomの表示名は 『会社名_名前』 表示のご協力をお願い申し上げます。 例:JR東日本_大澤

※zoomのアプリのバージョンが最新ではない、アプリではなくブラウザで参加されている等の場合は、挙手等の一部の機能が
使用できない場合がございます。

目的
2024年３月に、特定技能制度への鉄道分野の追加が閣議決定され、技能試験の実施団体として鉄道

電業安全協会が指定されました。鉄道電気設備の関係者に特定技能制度を理解していただき、制度運営・
試験実施計画策定のため、アンケートにご協力いただくことを目的としています。



■特定技能制度とは
深刻化する人手不足への対応として、日本人と同等以上の待遇で外国人を雇用する制度

■特定技能外国人を雇用する企業が行うこと
①受入れ機関が満たすべき基準を確認
（外国人を支援する体制や支援義務内容の状況により、登録支援機関への委託を検討）
②ハローワーク・民間の職業紹介事業者等からの紹介、マッチングイベントへの参加等により

特定技能外国人と雇用契約締結、支援計画を作成
③鉄道分野特定技能協議会に加入申請
④出入国在留管理庁への随時及び定期の届出を実施

■１号特定技能外国人の資質について
・従事する業務

電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の
新設、改良、修繕に係る作業・検査業務

・基本的な日本語を理解することができるレベル

■アンケートについて
『特定技能』の在留資格取得に必要な技能試験の実施頻度や会場規模等の計画策定のため
ご協力をお願い申し上げます

Q. 特定技能制度を活用して、外国人材を何人程度雇用したいか 等

■質疑応答

本日お伝えすること
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※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より
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受入れ機関とは、特定技能外国人を雇用する企業

8※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より

登録支援機関とは、１号特定技能
外国人への支援の委託を請負う機関



9※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より



■出入国在留管理庁 特定技能制度HP

受入れ機関に関する基準等の確認方法

10

特定技能外国人の受入れに関する運用要領

第５章 特定技能所属機関に関する基準等
第６章 １号特定技能外国人支援計画に関する基準等

※出入国在留管理庁:
特定技能運用要領 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年４月更新）より



■出入国在留管理庁 特定技能制度HP

登録支援機関の探し方一例
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▶ 登録支援機関登録簿（Excel）

・支援可能な言語は何か
・委託可能な支援内容は何か
・支援可能な地域はどこか

※出入国在留管理庁:
登録支援機関(Registered Support Organization) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月12日更新）より



■登録支援機関登録簿

登録支援機関の探し方一例

12

例:
・支援を行う事務所 ⇒ 東京
・支援業務の内容及びその実施方法 ⇒ 法令に定める支援内容及び実施方法 ＋ 上記に加え、任意的な支援内容あり
・相談に応じる体制の概要 ⇒ ベトナム語

上記の条件で絞ると、200社程度の登録支援機関が抽出される
⇒登録支援機関ごとの情報をHPなどから調べ、費用や委託可能な支援内容等を確認し、委託先を検討
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14※国土交通省:鉄道分野における人材不足対策 (mlit.go.jp)
特定技能制度への鉄道分野の追加に関する説明会（2024年５月）より



■出入国在留管理庁 特定技能制度HP

マッチングイベントの確認方法

15
※出入国在留管理庁:
特定技能に関する各国別情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月17日）より



16※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より



17※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より



■出入国在留管理庁 特定技能制度HP（例:フィリピンの場合）

特定技能外国人の国籍国別手続きの確認方法
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例:フィリピン
フローチャート

※出入国在留管理庁:
特定技能に関する各国別情報 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月17日）より
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20※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より



■国土交通省 特定技能制度HP

鉄道分野 特定技能協議会各種申請方法
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※国土交通省:
鉄道：鉄道分野における新たな外国人材の受入れ（在留資格「特定技能」） -国土交通省 (mlit.go.jp)
（令和６年９月17日）より
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23※出入国在留管理庁:001335263.pdf (moj.go.jp)
特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組み」（令和６年７月更新）より



■出入国在留管理庁 特定技能制度HP

届出の様式一式

24

▶ 申請書・届出書（省令様式）
▶ 特定技能外国人の在留諸申請に関するもの（参考様式）
▶ 定期又は随時届出に関するもの（参考様式）

※出入国在留管理庁:
特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月17日）より



様式例（１号特定技能外国人支援計画書）
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※出入国在留管理庁:
特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月17日）より



様式例（１号特定技能外国人支援計画書）
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※出入国在留管理庁:
特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
（令和６年９月17日）より
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